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                               令和 ６ 年 ５ 月１６日 

                               学 長 裁 定 
 
 
鹿屋体育大学学術研究紀要（以下「学術紀要」という。）は、本学教員等の研究成果等を広く公表す

るために発行するものであり、編集・発行に当たっては、この要領の定めるところによる。 
 
１ 学術紀要の論文原稿は随時受け付ける。 

 

２ 学術紀要の編集及び発行についての審議及び実務作業は、学術研究紀要編集小委員会（以下

「小委員会」という。）が行う。 

 

３ 投稿論文原稿（査読あり）については、査読を行い、小委員会の責任において論文原稿の取

捨選択、形式を整えるための加除訂正等を行う。 

  査読は原則として本学教員が行う。原則として査読者は複数名とし、学外者にも査読を依頼

することができるものとする。 

 

４ 論文原稿については、オンライン投稿・査読システムで受け付けた年月日をもって受付日とし、

同システムでの採択通知年月日をもって受理日とする。 
 
５ 掲載論文原稿は、原則として鹿屋体育大学学術情報リポジトリ（以下「リポジトリ」とい

う。）において公開する。 

 
６ リポジトリへの掲載順は、校正が終了したものからとする。 
 
７ 投稿及び査読に関し必要な事項は、別に定める。 
 
８ この要領に定めるもののほか、学術紀要の編集及び発行に当たっての必要事項は、学術情報・

産学連携委員会において定めるものとする。 

 
 
 

附 則 

 １ この要領は、令和６年６月１日から施行する。 

 ２ 「鹿屋体育大学学術研究紀要」の投稿及び編集・発行要領（平成１６年４月１日学術情報 
産学連携委員会決定）は、廃止する。 

 


